
「高病原性鳥インフルエンザ」について  

 

 

 令和７年１１月２日、恵庭市で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が 

確認されました。 

 感染した鶏肉等が市場に出回ることはありません。 

 正確な情報に基づいて冷静に対応してください。 

 

詳しくは、こちらのサイトでご確認ください。   

【消費生活課 HP】  

北海道 公式 HP → 環境生活部 → くらし安全局消費生活課 →注目情報 

「鳥インフルエンザに関する正しい知識を持ちましょう」 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sak/toriinful.html  

  

 

【関係機関】  

食品安全委員会 HP（高病原性鳥インフルエンザについて）   

http://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html  

 

林水産省 HP（鳥インフルエンザに関する情報）   

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html 

 

消費者庁 HP（鳥インフルエンザに関する情報について）  

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_012/  
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